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第 9 回 AI 倫理・AI ガバナンスと医療の邂逅  

(アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 弁

護士 中崎 尚)  

 

1. AI 倫理とは 

AI 倫理について、生成 AI が中心に議論をされることが多いが、AI ガバナンスに関

しては生成 AI に限らず、AI 全体を幅広くに議論されることが多いです。 

 

 AI 倫理は、医療関係や生命倫理は異なる独自の概念です。明確な定義はないが、

「AI が有すべき倫理的な内容や AI に倫理を持たせるための手段に関する領域を指す」

と説明されています。 

 AI 倫理に基づいて、例えばヨーロッパの「trustworthy」のガイドラインや日本国内

で総務省が発表した AI 倫理のガイドラインなど、様々な国で策定しています。 
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2017 年に総務省が AI 倫理に関するガイドラインを発表して以来、内閣府や経産省か

らも複数のガイドラインが公表されています。2024 年の 4 月に、これらを統合するた

め、「AI 事業者ガイドライン（第 1.0 版）」が策定･公表されました。 
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 海外でも、様々な研究機関、NPO、学会等で多数のガイドラインが作られています。

その中でも特に注目されるのが、EU の「信頼できる AI のための倫理ガイドライン

（Ethics guidelines for trustworthy AI）」です。これは、2024 の 7 月にできた EU AI 

Act の内容に反映されており、一つのデファクトスタンダートと位置づけられています。 

同様に広く普及しているのは、OECD が出している AI に関する勧告です。 

 

 一つは「女性差別」の例です。大手の通販会社が AI を使って人材雇用を試みたとこ

ろ、男性偏重の結果が出てしまい、システムの採用を断念しました。意図的に性別差

別を行うためではなく、過去の採用例を学習させた結果、男性ばかり採用していたた

め、AI が「女性」というキーワードが含まれる履歴書を自動的に除外した事案でした。 
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 このように不公平や差別を AI に学習させることが良いのかは難しい問題です。差別

の再生産は避けるべきとする議論がある一方で、AI に現実社会の状況を変える役割を

求めるべきかという声もあります。この「公平性・バイアス」の問題はまだ解決して

いません。 
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「再犯スコア予測（公平性･バイアス）」も、アメリカの司法制度で問題になっていま

す。システム導入後、算出した再犯スコアと実際の再犯率を照合すると、うまくいっ

ていないことが判明し、このシステムは本当に適切なのかという問題になった事案で

す。 

 

 

 また、人種差別を避けるために、黒人や白人という区別を学習させていないものの、

居住地域の情報は登録していたことが仇になったケースもあります。アメリカでは都

市の中心部に黒人や低収入者が住み、周辺部に高収入者や白人が住む傾向があります。

これが暗黙のうちに反映され、結果的に人種を区別できるデータを学習してしまい、

バイアスが発生したと指摘されています。 
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 「顔認識の『人種バイアス』」も問題になります。監視カメラに映った強盗犯を特定

するために AI を使用したところ、誤認逮捕が発生した事案です。特に、誤認逮捕され

た女性が妊婦だったことが問題になりました。 
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結果的に、黒人が誤認逮捕されやすい状況が AI の顔認識アルゴリズムで発生し、人

種差別を助長、公平性やバイアスの原則を侵害する問題になりました。これを受けて

2022 年 9 月に連邦議会で規制法案が提出されたものの、法律としてはまだ成立してい

ません。現在、顔認識技術は世界中で広く使われ、特に捜査機関で多用されているが、

ルールなしでの使用が問題視されています。特にヨーロッパでは、顔認識技術の無茶

な使用を防ぐ動きが以前からあり、EU AI 規則でも規制するなど、AI 倫理から法律の

規制につながった具体例が見られます。 

 

同じ顔認識でも、個人の政治的な信条や性的な趣味などを推定できるとスタンフォ

ードの研究者が発表した事案がありました。このケースでは、このような推論に AI を

使うこと自体が大きく問題になりました。 
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 次は「フェイクニュース」の事案です。2024 年のアメリカ大統領選で、トランプ前

大統領やハリス候補の顔や声を無断で使用し、虚偽の動画や音声を作成してテレビや

インターネットで流す行為が一般的に行われました。AI が社会の分断のために悪用さ

れることが問題になっています。 
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 最後の事例は「ハルシネーション」の事案です。AI が事実と無関係な内容や文脈を

勝手に回答してしまうことを指します。AI は確率論でそのような回答をするのが得意

で、誤りが普通に起きます。例えば、Google の生成 AI のお披露目イベントで、回答

が大きく間違っており、株価が下落したケースが実際にありました。 
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特に生成 AI においては、ユーザーリテラシーが重要です。EU の AI 規則でも「AI リ

テラシー」が取り上げられており（第 4 条）、リテラシーの教育が不十分な中で、AI

の出力情報を無断で拡散することが大問題になっています。例えば、国際的な贈収賄

事件で無実の人物が有罪と誤報されたケースがあります。AI は情報の正誤を判断せず

に出力するため、開発者は注意を払い、学習用データの質を高めるべきという議論が

行われています。特に高度なリスクを抱える AI には、より一層注意を払うべきだとい

うことが、G7 の国際会議で議論され、共同宣言が出されました。また、EU AI 規則で

も厳しい規制が課せられています。このように、AI ガバナンスに法規制をかけ、研究

開発サイドにもその姿勢を共有し、問題の発生を防ぐことが求められています。 



 328 

 

 ガイドラインに共通するポイントの一つ目は、「人間の尊厳」や「人間中心の原則」

です。人権の侵害の防止、AI を人々の手助けツールとして能力を拡張すること、多様

な幸福の追求が挙げられます。 

 

 共通するポイントの二つ目は「多様性の確保」です。EU の「信頼できる AI のため

の倫理ガイドライン」では、アクセシビリティやユニバーサル・デザインの確保が重

要視されています。AI の多様性を確保することが強く求められています。 
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 共通するポイントの三つ目は「安全性」です。昨年 11 月、イギリスのブレッチリ

ー･パークで、AI の安全性に関するサミットが行われ、各国が共同で AI の安全性の確

保することが強調されました。国連の諮問機関も AI の安全性が重要性を述べ、各国で

「AI Safety Institute」が設立されています。 

 AI はステークホルダー（利害関係者）の生命・身体・財産、精神、環境等を害する

懸念があるため、このような機関の設立が進んでいます。 
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 四つ目は、「セキュリティ」です。これは安全性と区別され、第三者からの攻撃への

対応が議論されます。ハッキングされると偏った回答結果が生成し、人を傷つける恐

れがあります。そうした事態を防ぐために、AI 事業者、特に開発やサービスの提供事

業者には対策が要求されています。 

 

 五つ目は「プライバシーの尊重」です。個人情報保護法等の文脈や各事業者のプラ

イバシーポリシーがあります。データガバナンスの必要性が EU から強調されていま

す。 
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 プライバシーの尊重について、①は、違法目的や差別目的の利用をしないことが大

事です。②は、収集されたデータを学習させる前にバイアス等を訂正することです。

しかし、現在の大規模言語モデルではバイアス訂正は難しいです。③は、アクセス権

の問題です。誰が、どのような状況でアクセスできるか明確に定めることが必要です。 
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 六つ目は「バイアス・公平性」です。「AI 事業者ガイドライン」では、人種、性別、

国籍、政治的信条や宗教等による偏見や差別をなくすことが重要です。また、回避で

きないバイアスがあることを認識しつつ、人権や多様な文化を尊重する観点から許容

可能なのかを評価し、AI システム・サービスの提供や開発に活かしていくことも重要

と説明されています。また、「学習アルゴリズムによるバイアスへの留意」として、差

別の再生産を防ぐために人間の判断を介在させることが期待されています。 
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 七つ目は「透明性」です。「AI 事業者ガイドライン」では、AI システム・サービス

の検証可能性を確保しながら、合理的な範囲で情報を提供すべきと説明されています。

「AI 利活用ガイドライン」も、AI の入出力等の検証可能性や判断結果の説明可能性に

留意すべきとしています。特に入出力のログに関しては、利用者が納得できるよう証

拠の提示が求められているものの、事業者にとって営業秘密に当たるため、全部開示

するのが厳しいとされます。 
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 八つ目は「アカウンタビリティ」です。この言葉は論者によって、異なる意味合い

で使われがちです。EU の「信頼できる AI のための倫理ガイドライン」では、監査可

能性や悪影響を最小化することなどが挙げられています。 

 

 中心要素としては「説明可能性」、「追跡可能性」、「補償の枠組み、救済」などが挙

げられています。  
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2. AI ガバナンスとは 

 

 AI 原則は、様々なガイドラインで述べられたが、これを文章化するために作成され

たのが「AI 事業者ガイドライン」です。 

 



 336 

 「原則」からその「実装」へと移行する過程は国によって異なります。ヨーロッパ

はガバナンスをハードローに落とし込み、日本はソフトロー路線を採用しました。ア

メリカは 2023 年 10 月に当時のバイデン大統領が大統領令を発表したほか、大手 AI 事

業者から協力を取り付けることで合意していました。日本では、2024 年の 7 月に AI 戦

略会議の下に新たに AI 制度研究会が設立されました。特に、「安全性」の問題につい

て、日本はソフトロー一辺倒では不十分という議論と見直しが行われています。 

 

 現状、ガバナンスについては、「人間の尊厳が尊重される社会（Dignity）」「多様な

拝啓を持つ人々が多様な幸せを追求できる社会（Diversity & Inclusion）」「持続性ある

社会（Sustainability）」という三つの基本理念を中心に、日本国内で議論されています。 
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2019 年 3 月に出された「人間中心の AI 社会原則」の中に、「人間中心」、「教育・リ

テラシー」、「プライバシー」、「セキュリティ」、「公正競争」、「公平性、説明責任及び

透明性」、「イノベーション」という７つの原則あります。 
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 AI ガバナンスの定義は、「正のインパクトを最大化する」ことです。AI 使用に伴う

リスクを適切かつ許容可能なレベルに抑えつつ、メリットが最大化するために、技術

的、組織的、社会的に検討していくことが、AI ガバナンスだと定義されています。 

 

 国によって、法的拘束力のある規制を設ける場合とガイドラインにとどめる場合が

あります。アメリカの NIST と日本、欧州の機関が合同でその在り方を議論していま
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す。また、AI を使った自動運転などの個別分野にフォーカスしたルールも発展してい

ます。 

 

 

 具体的に、AI にまつわるリスクは「技術面」と「社会面」に分けて分類しています。 

 「技術面」では、「①誤判定」、「②バイアス」、「③誤情報」、「④偽情報」が含まれま

す。「③誤情報」については、アメリカの裁判所での事例があります。弁護士が生成

AI のチャット GPT に問合わせた結果、ハルシネーションで誤った情報を生成し、そ

れを裁判所に提出して懲戒を受けました。 

 「④偽情報」については、例えば株価に影響を与えるために、ホワイトハウスやペ

ンタゴンが空爆された偽映像を作成し拡散することで、一瞬株価が下落し、その後に

偽情報だと判明すると再び上がるため、短期間で大きな利益を得ることが可能です。 
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 「⑥セキュリティ」に関しては、チャットボットに悪意ある会話データを学習させ、

問題発言を頻発させた事案が実際にありました。その結果、サービスの休止に追い込

まれました。エンドユーザーがチャットボットと会話する中で問題発言を繰り返し、

その内容を学習させることで、チャットボット側も問題発言がありました。 
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 「社会面」について、「①プライバシー」の問題 AI によるプロファイリングのリス

クや行動の抑制・誘導があります。日本では「リクナビ」のように、無駄にスコアリ

ングを行われることが問題になります。 

 「②民主主義への悪影響」は、分断の話題として、特に「フィルターバブル」が問

題視されています。 

 

 「③不正利用・攻撃利用」と「④経済への悪影響」があります。「④経済への悪影響」

は雇用の喪失や GAFAM に資源が過度に集中することが挙げられます。「⑥電力問題

（環境への悪影響）」は WHO のレポートで強調され、最終的には環境への悪影響が人

の生命や健康を害する可能なため、大きな社会問題です。 
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 リスクに影響する AI の特徴について、「①ブラックボックス」が問題です。数年前

に機械学習で AI が注目を浴びた際に、AI がどのようにアルゴリズムを使っているかが

開発者にも分からないまま、性能だけが向上する現象が見られました。人間は AI コン

トロールできないリスクが発生する懸念があります。対策として「説明可能な AI の導

入」が重要視されています。AI 出力結果における「根拠資料の明示」が重要です。 

 「②多数の関係当事者の存在」があり、責任の所在が判断しにくくなり、権利の帰

属が不明確なため、紛争になりやすいです。 
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 「③技術革新の速度」は、迅速すぎて制度が追いつかない点も問題視されています。 

 

 「④AI アルゴリズムへの信頼」です。人間側は、AI が信頼に値するかは判断しにく

いため EU AI Act の一部は開示制度や検証制度を定めました。しかし、本当に危険な

ものに限られたため、問題は十分に解消されないのではと言われています。 

 「⑤AI 倫理」です。これは「トロッコ問題」のように、人によって回答が異なる場

面が多く存在します。例えばコロナの時に、陽性者の行動追跡を社会的に許容される

かどうかは人によって意見が分かれました。特に AI に関する場合は、人の価値観によ

って結論が分かれることが多いです。 

「⑥グローバル化」です。AI サービスはオンラインで提供されることが多いため、

特定の国や法域で規制を強化しても、追いつきません。危険な部分に対して法律的な

規制をかけても、規制の緩い国が存在する限り、完全にカバーしきれない問題が指摘

されています。 
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７つ目は「シンギュラリティ」です。 

 

 AI 事業者がどのように AI を運用していくべきかについては、「AI 事業者ガイドライ

ン」が注意を喚起しています。ここでは事業者の規模によって異なることが指摘され

ています。例えば、医療分野においても、医療機関と町の小さな診療所では状況が大

きく異なります。 
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 「ガバナンスの主体」については、国や事業者など様々なレベルがあり、国がすべ

てを実行するのは難しいため、実際には事業者が主体的に対応する必要があります。 

 加えて、同じ事業者内でも担当者と経営陣レベルなど、対応や役割が異なります。 
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3. 事業者と AI 

 

 事業者の役割は、大きく「開発者」、「提供者」、「利用者」に分類できます。 

 

 ガイドラインでは適用対象外とされているものの、ビジネスの実務を考えると、「業

務外利用者」や「データ提供者」を挙げています。特に、医療の分野では、将来的に
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は患者さんのデータを学習に使うことが想定されるため、「データ提供者」に該当する

病院や診療所の位置づけが非常に重要です。 

4. AI 事業者ガイドラインの全体像 

 

 ガイドラインの構成本編と付属資料で大きく二つに分かれています。 
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5. AI 事業者ガイドラインの概要 

 

 「AI 事業者に共通して求められる指針」は、「人間中心」から「アカウンタビリテ

ィ」までの部分は各主体が取り組むべき事項として記載されています。残りの「教

育・リテラシー」「公正競争確保」「イノベーション」は社会と連携して取り組む事項

については、政府側が中心となることが想定されています。 
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各主体が取り組むべき事項は 1 から 10 まで挙げられています。 

1 番の「人間中心」では、誤情報や偽情報の対策が必要とされています。また、「社

会的弱者による AI の活用」は AIが情報弱者にも利用可能であるべきとされています。 

 2 番の「安全性」では、「学習等に用いるデータの正確性」の確保が求められていま

す。また、データの透明性などを確保する枠組みを作ることが重要です。データの品

質が低下すると、AI モデルの性能が低下し、ハルシネーションを引き起こす確率が上

がるため、適切なタイミングと方法で更新することが重要です。 

 3 番の「公平性」では、AI の出力結果が公平性を欠かないように、人間の判断を介

在させることが求められています。GDPR の人間に影響を与える決定を機械任せにし

ないという考えと同様です。 

 4 番の「プライバシー保護」は、事業者はプライバシーポリシー等を公開すること

が求められます。 
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 5 番の「セキュリティ確保」は、一般的なセキュリティの話です。 

 

 

 6 番の「透明性」では、営業秘密やプライバシーとのバランスを考慮しつつ、ステ

ークホルダーに対し合理的な範囲で適切な情報を提供する」ことが求められています。

その中には、AI の利用の事実、アノテーション方法、AI システムの能力限界などの情

報提供が含まれます。 

 7 番の「アカウンタビリティ」では、関係する情報を文書化して一定期間保管する

ことで、エンドユーザーや末端の事業者が正しく判断できることが求められています。 

 8 番の「リテラシーの確保」について、医療関係における AI 情報提供など、事業者

側が対応する場面も想定されます。 



 351 

 

 広島での G7 会合の合意に基づいて作られた「高度な AI システムに関係する事業者

に共通の指針」は AI ライフサイクル全体にわたって適切な管理を求めています。特に、

透明性の確保とアカウンタビリティの向上が強調されています。 
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 トラブルが発生した場合には、インシデントの報告と情報共有システムの構築が求

められています。不祥事や事故、トラブルの情報を業界全体や政府と共有し、対応し

ます。 

VI では強固なセキュリティ管理を実施することが記載されています。 
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 VII では電子透かし等を導入して AI 生成物であることが識別できるようにすること

を求められています。これは、権利者やクリエイターの権利を守るために有効とされ

ています。 

 VIII ではセキュリティ上のリスクを軽減するための研究を優先することになります。 

IX は気候危機などの気候変動への対応を優先するというものです。 

 X は、国際的な、標準的な技術規格を作っていこうということで、実際、安全性に

関しては既に進められているかと思います。 
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 XI ではデータインプット対策で、個人情報や著作権を保護することが求められてい

ます。  
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6. AI 開発者 

 

 「開発者特有の留意事項」として、データ前処理の段階では、プライバシー・バ

イ・デザインを採用し、個人情報等の適切な法措置を実施することが重要です。また、

AI システムのデータの質を管理し、不公正なバイアスがないか確認することも求めら

れています。 

 リスクを最小限に抑えることも重要で、問題が発生した場合には、事後検証のため

の記録を保存することが必要です。 



 356 

 

D-7「生じるリスク等の情報提供と説明」では、開発者から提供者に対して求めら

れています。D-10 では、研究開発等において、品質や信頼性等を確保するための措置

が求められています。 
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7. AI 提供者 

 

 提供者に関しても「特有の留意事項」を説明されています 

 P-2 では、AI 開発者が想定している利用環境と実際の利用環境と齟齬がないかを、

提供者が確認することが求められています。 

 P-3 では、バイアスの検討に加え、AI モデルの判断根拠を定期的に評価し、バイア

スをチェックすることも求められています。 

 P-6 では、システムアーキテクチャやデータ処理プロセス等、AI システムの意思決

定に影響を与える部分については、AI 提供者がきちんと文書化することが求められて

います。 
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 適正利用について。提供者は、利用者が AI システム・サービスを適正な目的で使用

しているかを定期的に検証することが求められています。例えば、現在の生成 AI では、

人が隠したいセンシティブな情報を工夫して引き出すこと、たとえば、芸能人が病気

を隠している場合に、それを興味本位で知りたい人が AI から情報を引き出すことが可

能です。このような不適切な使用を防ぐために、提供者は適切な対策を講じる必要が

あります。 

 また、P-6 では、AI を利用している事実や使用方法、更新内容等の説明の実施を求

められています。 
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 「高度な AI システム」については、I から XI を適切な範囲で遵守すべきだとされて

います。 

8. AI 利用者 
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 「AI 利用者特有の留意事項」については、自社のシステムやサービスに AI 組み込

み、消費者に提供するケースや従業員が社内で利用するケースが該当します。 

 U-6 については、バイアスに注意した上で、「出力結果を取得し、結果を事業判断に

活用した際は、その結果が必要な関連するステークホルダーに周知する」ことが求め

られています。同じステークホルダーへの説明については、アクセスしやすい方法で

提供することが明確に求められています。 

 

 「高度な AI システム」に関しては、I から XI において「適切な範囲で」という表

現が使われています。利用者側ができることが開発者より限られているため、このよ

うな書き方になっています。 
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9. AI ガバナンスの構築 

 

 AI ガバナンスの構築に関しては、継続的に改善していくプロセスが求められます。 

 AI に関しては複数の事業者が関与することが多いため、バリューチェーンやリスク

チェーンの観点から、連携を確保することが重要です。また、海外の事業者と連携す

る場合も多く、個人情報が含まれる場合には越境移転規制がかかる可能性があります。

国によってデータの持ち出しやプログラムの輸出を制限する国もあり、規制を遵守し

ながらビジネスを進めるために、経営層が積極的にコミットすることが求められてい

ます。 
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 右側が行動目標で、左側が分類です。 

 「環境・リスク分析」に関しては、「便益／リスクの理解」を十分に行った上で、自

社の AI 理解度を把握し、それを踏まえてリスク分析を行うことが求められています。 

 「ゴール設定」に関しては、「AI ガバナンス・ゴール設定」が必要です。 

 「システムデザイン」では、現実とゴールの乖離、その評価をどのように行うか、

また AI マネジメントをどのようにするのかが課題です。更に、「運用」「評価」「環

境・リスクの再分析」を行うことが重要です。 
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更に、当事者や事業者が取り組むべき行動目標、実践のポイントと実践例も影響を受

けると記載されています。 
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 「バリューチェーン特有の留意事項」についての問題は、データの質や AI のリスク

が複数の当事者に関与しているため、責任の所在が不明確になることが多い点です。

仮に責任者が特定できたとしても、データや出力結果の権利帰属の問題が別途発生し、

紛争の原因となる可能性があります。そのため、データの流通過程に着目し、ガバナ

ンスの中でリスク管理を行うことが求められています。 
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 データの自由な流通や国境を超えた越境移転については、国によってはそれを制限

する規制を設けている場合があります。このような規制の有無を含めて、ガバナンス

の中で検討する必要があります。 

 

 こちらの表は、AI による便益の分析例を示しています。 
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こちらの表は、AI によるリスクの分析例を示しています。右端に「対応する『共通の

指針』」と書かれており、これは AI 側が採用した 1 から 10 の指針に基づいています。 

 医療関係の分野では、メリットも相当大きい一方で、デメリットもある程度はどう

しても避けられないかと思います。そのため、リスクと便益の分析は医療関係でも重

要になります。 
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 ここでは、「AI 開発事業者が特に留意すべき事項」の概要を記載しています。「AI モ

デルの取扱い」について、権利帰属は契約や契約書によって異なるため、適切な対応

が難しいです。 

 

 また、「その他のポイント」としては、「生成 AI モデル開発」「学習用データセット

の取り扱い」「リスクの棚卸し作業」があります。特に学習用データセットに関しては、
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大きな会社からベンダーに AI の開発を依頼し、そのベンダーが会社のデータやカスタ

マーデータなどを使用して学習した成果を、依頼者である会社に帰属することを認め

るべきかどうかがよく問題になっています。 

 

 そういったことをチェックリスト化したのが、これも、「AI 事業者ガイドライン」

の別添資料の中で公表されているものです。これ自体は、非常に幅が広いというか緩

やかな質問なので、だいたい、イエスなどになるかなというところです。 
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 ここでは、まず、ヘルスケア分野の国内のガイドラインを挙げています。 

 ちょうど先々週だったでしょうか、東京財団で LLM や生成 AI とヘルスケアの関連

ということで、シンポジウム的なことをされていました。そちらのホームページを見

ると、三つの提言のようなことが出ています。そのようなものも含めると、結構な数

のヘルスケアに特化した AI 関連のガイドラインのようなものが、いま既に世の中にあ

るかと思います。 
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 国外に関しても、かなりの数の論文、記事等があります。その中でも重要性が高い

のは、やはりこの WHO の 2024 年のドキュメントと、2021 年のドキュメント、加え

て、OECD が 2024 年に出している文書です。あとは、先ほど触れた「高度な AI シス

テムを開発する組織向けの国際行動規範」ですね。これが関係してくるところかと思

います。 
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 今日はこの中で、今回のプロジェクトに一番関連性が高いと思われる、LLM でなく

LMM に関する報告書をご紹介します。これは、2024 年に WHO から出されたものに

なります。内容自体は、ご関心があればあとで直接お読みいたくほうがいいかと思う

のですが、簡単に概要だけご紹介します。 

 まず、Table 1.と書いてあるところです。LMM を医療分野で活用していくときに、

どのような便益、メリットと、デメリットがあるのかが整理されています。 

 一番上の「Diagnosis and clinical care」では、LMM を利用すると、例えば不正確で

あったり、不完全であったり、虚偽の反応をしてしまうといったことや、学習用デー

タの質が低いままバイアスを余計にかけてしまうようなことになるといったこと、あ

るいはインフォームド・コンセントが問題になり得る、というデメリットが書いてあ

ります。 
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 デメリットばかりではありません。日常的な診断を AI がサポートできるようになっ

たら、それはそれで非常にありがたいことではあるので、メリットは大きいわけです

ね。そのようなメリットとデメリットをちゃんと比較検討していこうということが、

この報告書の Table 1.では言われています。 

 

 今回のプロジェクトに関係がありそうなのは、「科学研究と医薬品開発」、一番最後

の箇所になります。これに関しては、アクセスの格差を拡大する、あるいはアルゴリ

ズムに対してコンテンツの責任を問うことはできないので、責任の問いようがなくな

るという問題があると指摘されています。  
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 続いて、Table 2.では、医療における LMM 使用に伴う医療システムのリスクが挙げ

られています。ここでは、LMM を過大評価してしまうのではないかという問題や、

システム全体にバイアスがかかるのではないかと書かれています。より大規模なデー

タセットを使うと、LMM にエンコードされるバイアスを増加させる必要が出てきて

しまうので、結局医療システム全体を通して、自動的にバイアスが出てしまう可能性

があるということが指摘されています。 

 それ以外の、労働への影響やサイバーセキュリティへのリスクなどは、必ずしも AI

特有のことではないと思うので、本日は飛ばします。 
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 Figure 2.は、AI のバリューチェーンです。「開発者」「提供者」「利用者」は WHO の

ドキュメントでも、同じように「開発（Development）」「提供（Provision）」「展開

（Deployment）」という 3 種類の分類をしています。 

 これは、LMM との関係での立場です。LMM の開発者は左側の青いところ、提供・

統合するのは真ん中の橙色で、一番最後に使う人が出てくるということです。このよ

うなバリューチェーンを踏まえて、WHO の報告書を読み込んでほしいという案内が、

ここでされています。 
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 この報告書では、「健康のために AI を利用する WHO コンセンサス倫理原則」の概

観が説明されています。全部は読み上げられませんが、一つ目は「自律性の保護」、二

つ目は「人間の幸福、幸せぶり」という話。あとは「透明性」と「説明可能性」の話

が書かれています。 
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それから、「責任と説明責任の育成」、また「対応可能で持続可能な AI の推進」とい

う話がここでは書かれています。 
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 少し場面を進め、「診断と臨床治療における LMM 使用のリスク」についてご紹介し

ます。 

 これは、ここで挙げたとおりなのですが、先ほどのハルシネーションの問題、不正

や不誠実などの原因には、そういうものが働いている可能性もあるということです。

データの質と偏りの問題も、当然、指摘されています。医療情報というのは、バイア

スがかかりやすい種類の情報なので、そこにきちんと気を付けた上で学習させること

が必要だということが指摘されています。 

 それ以外には、スキルが低下してしまうリスクなどが指摘されています。 

また、インフォームド・コンセントについて簡単に申し上げると、LMM の利用が

増えると、対面での利用はもちろんバーチャルな利用も増えるだろうということで、

AI 技術が応答を補助したり、あるいは臨床医のフィードバックを真似した生成をする

可能性があることを、患者に認識してもらう必要があるとしています。ここでは、そ

のような意味で、インフォームドという言い方をしているようです。 
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 同じ話で、また少し場面が違って、これは患者を中心とするアプリケーションの場

面において LMM を使用するときのリスクの一覧です。 

 二つ目に「Manipulation」と書いてあるところでは、ユーザーが AI を使っていくと

きに、変なことを教えたりしないようにということが、注意書きとして挙げられてい

ます。あとは、「Privacy」や「Degradation」などは、先ほども出てきた話かと思いま

すので飛ばします。 

 そして、分かりづらいのが「Epistemic injustice（認識論的不公正）」という言い方

をしているところですが、これに関しては、いままで人間がしていた判断を AI に置き

換えることにより、患者に認識論的な不公正がもたらされるということが指摘されて

います。 

 最後の「Delivery of health care」のところでは、医療システムの外で医療提供をす

ることについて、注意をするようにということが指摘されています。 
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 「Scientific and medical research and drug」に関するリスクとしては、「説明責任の

欠如」、「ハルシネーション」、「信頼の低下」や「LMM によって出力された情報への

アクセスビリティが不十分であること」等が挙げられています。 
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 「Overestimating the benefits of LMMs and discounting risks」については、LMM を

過大評価し、リスクを軽視してしまうことが指摘されています。LMM が新しい存在

であるため、十分に理解されていないことが原因です。また、LMM が手軽に利用で

きるかどうか、システム全体のバイアス問題も重要です。データセットの偏りにより、

女性、少数民族、田舎の人、高齢者ほか、社会的に弱い立場の人のデータが除外され

やすい傾向があります。これが、医療において適切なのか疑問視されています。 

 労働と雇用への影響ということも書いてありますが、LMM が普及すると、最終的

にホワイトカラーとかブルーカラーの一部に影響があると言われているということで

す。 

 もう一つ注意すべき点は、不適切な LMM に医療が依存するのは良くないという点

です。医療従事者が不足している現状では、LMM の活躍が期待されるものの、導入

後にその効果を冷静に見直すことも必要だと指摘されています。 
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 「Laws, policies and cross-cutting requirements that could apply to use of LMMs in 

health care and medicine」では、法的及び政策運営の観点からリスクがあることが指

摘されています。データの開示や透明性が問題となることも注意が必要です。また、

「General-purpose foundation models」をヘルスケアで使用する際に、リスクベース

のフレームワークで十分かどうかが議論されています。EU の AI 規則はリスクベース

が、それを医療分野でも適応して良いかについても指摘されています。 
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 「general-purpose foundation model 汎用 AI のモデル」をヘルスケアの分野で使用

する際に、不適切や不正確な応答、バイアス、プライバシー侵害が懸念されます。ま

た、十分なアクセスビリティが適切なコストで確保されているかも重要です。 

 


